
小・中学校、高等学校等サポート事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各学校・園等に在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒への指導につい

て、先生方の相談に応じます。 

○ 通常の学級・特別支援学級・通級指導教室を問わず、相談に応じます。 

専門相談員・専門アドバイザーはこんなサポートをします。 

認定こども園、保育所・幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校等をサポートします。 

・ 各学校・園等からの依頼を受け、直接訪問して相談を行います。 方法 

・ 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の見方や接し方の助言・情報提供 

・ 個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成や活用について助言・協力 

・ 授業づくり（指導法や評価の仕方、教材教具の工夫、教室環境等）の助言・協力 

・ 特別支援学級の教育課程の編成について助言・協力 

・ 校内体制づくりに必要な役割分担や校内の連絡調整の仕方等について助言・協力 

・ 特別支援教育に関する教職員研修の講師、外部講師の紹介 

・ 相談を受けた学校等への情報提供や関係機関との連絡調整 

・ 「６０分ケース会議」の開催に係る助言・協力 

・ 実態把握の助言 

・ その他、特別支援教育に関すること    など 

内容 

専門相談員（各教育事務所） 

・・・・・認定こども園、保育所・幼稚園、小・中学校、義務教育学校が対象 

専門アドバイザー（各県立特別支援学校） 

      ・・・・・認定こども園、保育所・幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校

等が対象 

対象 

特別支援学級の教育課程の 
編成について教えてほしい。 
「特別の教育課程」とは、 
どういうことなの？ 

実態把握はどのような 
観点で行えばいいの？ 

保護者の気持ちを理解して、 
よりよい連携を図るためには、 
どんな点に配慮したらいいの？ 

知的障害はなさそうだけど、数の理
解や認識が難しい。これはＬＤ？ 

学習面で気になる子について、個別指導を
どのように行ったらいいの？ 
配慮すべきことは何？ 

席を離れたり、他の子のじゃまを
したりするなど落ち着きのない
子は、どのように対応すればいい
の？ 

～相談内容例～ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

対象障害 相談窓口 電話番号 所在地

中部教育事務所 027-232-6511 前橋市上細井町

西部教育事務所 027-322-5915 高崎市台町

吾妻教育事務所 0279-75-3370 吾妻郡中之条町

利根教育事務所 0278-23-0165 沼田市薄根町

東部教育事務所 0276-31-7151 太田市西本町

発達障害を含
む全障害

担当エリア 相談窓口 電話番号 所在地

しろがね特別支援学校  027-268-6111 前橋市東大室町

伊勢崎特別支援学校  0270-25-4461 伊勢崎市粕川町

渋川特別支援学校  0279-24-4911 渋川市渋川

伊勢崎高等特別支援学校  0270-74-1991 伊勢崎市境

高崎特別支援学校  027-326-1616 高崎市乗附町

藤岡特別支援学校  0274-37-2011 藤岡市本郷

富岡特別支援学校  0274-75-1074 富岡市七日市

高崎高等特別支援学校  027-353-3155 高崎市柴崎町

沼田特別支援学校  0278-30-3030 沼田市東原新町

吾妻特別支援学校  0279-51-1111 吾妻郡中之条町

前橋高等特別支援学校  027-255-1516 前橋市青梨子町

桐生特別支援学校  0277-22-0011 桐生市菱町

館林特別支援学校  0276-73-4526 館林市上三林町

渡良瀬特別支援学校  0277-76-7321 みどり市笠懸町

太田特別支援学校  0276-32-3939 太田市藤阿久町

太田高等特別支援学校  0276-32-0881 太田市藤阿久町

館林高等特別支援学校  0276-71-1000 館林市上三林町

盲学校  027-224-7890 前橋市南町

聾学校  027-223-3233 前橋市天川原町

赤城特別支援学校  027-237-2145 前橋市上小出町

二葉特別支援学校  027-373-2235 高崎市足門町

二葉高等特別支援学校  027-360-6611 高崎市足門町

あさひ特別支援学校  0277-54-1749 桐生市広沢町

中部エリア

西部エリア

北部エリア

東部エリア

全県

相談窓口電話番号等～いつでもお気軽に御連絡ください。～ 

○ 教育事務所の専門相談員（認定こども園、保育所・幼稚園、小・中学校、義務教育学校を対象としています） 

○ 県立特別支援学校の専門アドバイザー（高等特別支援学校は、主に高等学校、中等教育学校を対象としています） 

※ 専門アドバイザーは全員、発達障害を含めた全障害について相談に応じます。 

御不明な点については、下記まで御連絡をお願いします。 

群馬県教育委員会 特別支援教育課 指導係 

電 話：０２７－２２６－４６５６ 

ＦＡＸ：０２７－２４３－７７５９ 

小・中学校、高等学校等サポート事業 担当 


